
第49回
メック株式会社

証券コード 4971定時株主総会招集ご通知

日 時

平成30年3月23 日（金曜日） 午前10 時

場 所 兵庫県尼崎市昭和通２丁目７番１号
都ホテルニューアルカイック
３階　鳳凰の間

決 議
事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）４名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役３名選任の
件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役１名
選任の件

目次
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(証券コード　4971)
平成30年３月１日

株 主 各 位
兵庫県尼崎市杭瀬南新町３丁目４番１号

メ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 前 田 和 夫

第49回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第49回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、
後述のご案内に従って平成30年３月22日（木曜日）午後５時15分までに議決権を行使
してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年３月23日（金曜日）午前10時
（開催日が前回定時株主総会日（平成29年６月21日）に応当する日と離れてお
りますのは、第49期より当社の事業年度の末日を３月31日から12月31日に変更
したためであります。）

２．場 所 兵庫県尼崎市昭和通２丁目７番１号
都ホテルニューアルカイック３階　鳳凰の間
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第49期（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第49期（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）
計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．議決権行使についてのご案内
⑴　書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年３月22日（木曜日）
午後５時15分までに到着するようご返送ください。

⑵　インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（４頁～５頁）の≪インターネット
による議決権行使についてのご案内≫をご高覧のうえ、平成30年３月22日（木曜日）午後５
時15分までに行使してください。

⑶　議決権の不統一行使を行う株主様は、株主総会の日の３日前までに、書面をもってその旨およ
び理由をご通知ください。

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎　事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が

生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mec-
co.com/）に掲載いたしますのでご了承ください。

◎　当社は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mec-co.com/）に掲載しておりますので、
本株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

　　①事業報告の「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「会社の支配に
関する基本方針」

　　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
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議決権行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席いただける場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出

日　時 平成30年３月23日（金曜日）
午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

議決権行使書用紙を郵送する場合
同封の議決権行使書用紙に
各議案に対する賛否をご表示のうえ投函

行使期限 平成30年３月22日（木曜日）
午後５時15分到着分まで

インターネットによる議決権行使の場合
（パソコンまたはスマートフォン、携帯電話）
各議案に対する賛否をご入力
行使方法につきましては、４頁～５頁をお読みください。

行使期限 平成30年３月22日（木曜日）
午後５時15分入力分まで

ご注意
１.当日ご出席の場合は、郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。当日、議決権行使書用
紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。

２.書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお
取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合
は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以　上
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〈インターネットによる議決権行使についてのご案内〉

STEP 1

STEP 2

STEP 3

議決権行使ウェブサイト
アクセス方法

ここからは画面の指示に従って
賛否をご入力ください。

https://www.web54.net

「次へすすむ」
をクリック

「議決権行使
コード」
を入力し…

「パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

インターネットにより議決権を行使される場合は、あら
かじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し
あげます。
1.議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する
以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくこ
とによってのみ可能です。
【議決権行使ウェブサイトアドレス】
https://www.web54.net

 

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して下の
「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイ
トに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細
についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確
認ください。
（QRコードは、株式会社デンソーウェーブ
の登録商標です。）

2.議決権行使のお取扱いについて
⑴　インターネットにより議決権を行使される場合
は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使
コードおよびパスワードをご利用になり、画面の
案内に従って議案に対する賛否をご入力くださ
い。

⑵　議決権の行使期限は、平成30年３月22日（木曜
日）午後５時15分までとなっておりますので、
お早めの行使をお願いいたします。

⑶　書面とインターネットにより、二重に議決権を行
使された場合は、インターネットによるものを有
効な議決権行使としてお取扱いいたします。ま
た、インターネットによって複数回数またはパソ
コンと携帯電話で重複して議決権を行使された
場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使
としてお取扱いいたします。

⑷　議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の
プロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金
等）は、株主様のご負担となります。
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３.パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて
⑴　パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。

印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
⑵　パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の

場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
⑶　議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
⑴　本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わ

せください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］　0120（652）031　（受付時間　9:00～21:00 ）
⑵　その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行　証券代行事務センター

［電話］　0120（782）031　（受付時間　9:00～17:00 土日休日を除く）
以　上
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株主の皆様へ

株主還元について

株主還元方針
　当社は連結配当性向30％を中期的目標として利益を積極的に株主還元する方針で
す。
配当の状況
　第49期の年間配当金を、第48期の20円から２円増額し、22円とさせていただきま
した。

第45期
（平成26年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第47期
（平成28年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

10

5

5

8

6

14
10

8

18

10

10

20

12

10

22

　1株当たり配当金の推移 期末 中間（単位：円）

株主優待制度のご案内
　12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象に、保有株式数の
区分に応じて年に１度、QUOカードを贈呈いたします。発送は毎年３月末頃を予定
しております。

保有株式数 優待内容

100株以上1,000株未満 QUOカード　1,000円分

1,000株以上 QUOカード　2,000円分

6



株主総会参考書類 議案および参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任である
と判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふり
氏

 
　
がな
名 当社における地位および担当

1 再 任
まえ

前
 

　
だ

田
 

　
かず

和
 

　
お

夫 代表取締役社長
最高経営責任者

2 再 任
なが

長
 

　
い

井
 

　
 

　
 

　
まこと

眞 取締役兼専務執行役員事業本部長

3 再 任
なか

中
 

　
がわ

川
 

　
と

登
し

志
こ

子 取締役兼常務執行役員経営企画本部長

4 再 任
にし

西
 

　
やま

山
 

　
 

　
 

　
ゆたか

豊 独立社外取締役

7



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１

ま え だ か ず お
前 田 和 夫
(昭和37年４月15日)

平成12年１月 当社入社

726,000株

平成12年４月 当社社長室室長
平成12年６月 当社取締役社長室室長
平成13年４月 当社常務取締役
平成14年６月 当社代表取締役社長
平成23年４月 当社代表取締役社長兼研究開発本部長
平成24年６月 当社代表取締役社長（現任）
平成27年７月 当社最高経営責任者（現任）
［重要な兼職の状況］
MEC TAIWAN COMPANY LTD.取締役
MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.代表取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)
CO.,LTD.代表取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) 
CO.,LTD.取締役

〔候補者とした理由〕
前田和夫氏は、平成14年６月に当社の代表取締役社長に就任して以来、取締役会の議長として、そ
の活性化およびコーポレート・ガバナンスの強化等に注力してまいりました。また平成27年７月以
降は最高経営責任者として、中期経営計画やESG戦略等の様々な案件を通して、経営者としての豊
富な経験と実績に基づく強いリーダーシップで当社グループ全体を牽引し、企業価値の向上を推進
してまいりました。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

8



候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

２

な が い ま こ と
長 井 　 眞
(昭和36年３月７日)

平成13年４月 当社入社

62,200株

平成15年５月 MEC EUROPE NV.取締役社長
平成18年６月 当社執行役員
平成19年４月 当社執行役員国際事業センター長
平成22年１月 当社執行役員兼MEC  TA IWAN  

COMPANY LTD.総経理
平成22年６月 当社常務執行役員
平成25年４月 当社常務執行役員事業本部長
平成25年６月 当社取締役兼常務執行役員事業本部長
平成27年６月 当社取締役兼専務執行役員事業本部長

(現任）
［重要な兼職の状況］
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役
MEC(HONG KONG)LTD.取締役
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)
CO.,LTD.取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) 
CO.,LTD.代表取締役

〔候補者とした理由〕
長井　眞氏は、当社取締役としての経験と海外での企業経営等で培った高度な見識を活かし、取締
役会の議論の活発化に貢献するとともに、海外展開を含むグローバルな事業経営に中心的な役割を
担い、近年の当社の業績拡大に多大な貢献を果たしてまいりました。これらのことから、同氏を適
切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３

な か が わ と し こ
中 　 川 　 登 志 子
(昭和36年８月３日)

昭和59年４月 当社入社

60,200株

平成16年４月 当社研究開発センター長
平成16年６月 当社執行役員研究開発センター長
平成22年６月 当社常務執行役員研究開発センター長
平成23年４月 当社常務執行役員事業本部長
平成23年７月 当社常務執行役員事業本部長兼業務サ

ポート室長
平成24年４月 当社常務執行役員事業本部長兼事業企

画室長
平成25年４月 当社常務執行役員研究開発本部長兼企

画室長
平成26年６月 当社取締役兼常務執行役員研究開発本

部長兼企画室長
平成

平成

27

28

年

年

７

10

月

月

当社取締役兼常務執行役員企画室長兼
イノベーション室長
当社取締役兼常務執行役員経営企画本
部長（現任）

［重要な兼職の状況］
MEC TAIWAN COMPANY LTD.取締役
MEC(HONG KONG)LTD.取締役
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)
CO.,LTD.取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) 
CO.,LTD.取締役

〔候補者とした理由〕
中川登志子氏は、当社取締役として、研究開発に関する深い知見を活かし、中期経営計画策定によ
る企業価値の向上や新規分野における研究開発の方針策定に大きな貢献をするとともに、経営企
画、基礎的研究開発および生産分野の事業経営を推進してまいりました。また、当社グループマネ
ジメントの強化やコーポレート・ガバナンスの充実等、当社の企業価値の向上にも努めてまいりま
した。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

４

に し や ま ゆ た か
西 山 　 豊
(昭和35年３月13日)

平成８年４月 関西大学工学部助教授

1,200株

平成12年３月 同大学在外研究員（MIT）
平成19年４月 同大学化学生命工学部教授（現任）
平成26年６月 当社取締役（現任）
［重要な兼職の状況］
関西大学化学生命工学部教授

〔候補者とした理由〕
西山　豊氏は、当社独立社外取締役として、化学生命工学部教授として培われた豊富な専門的知識・
経験等を活かし、研究開発分野、新事業分野において独立した立場で取締役の職務執行の監督や提
言を行ってまいりました。これまでの実績や豊富な経験および知見と大学教授という立場で大学運
営に携わっている経歴を考慮して、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、引き
続き同氏を独立社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．西山　豊氏は、独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。
３．西山　豊氏は現在、当社の独立社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって３年９
ヵ月となります。

４．当社は西山　豊氏との間において、以下の内容の責任限定契約を締結しております。西山　豊氏の再
任が承認された場合、当社は西山　豊氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
会社法第423条第１項の行為により当社に損害賠償責任を負う場合は、1,000万円または法令が規定
する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。

監査等委員会の意見
独立社外取締役である監査等委員3名は、指名報酬諮問委員会5名のメンバーとなっており、過半数を
占めております。取締役の選任・解任に当たっては、指名報酬諮問委員会の選任・解任基準にそって
厳格に審査するとともに、監査等委員会においてさらに是非を検討した結果、適任としております。
報酬については、業績連動型金銭報酬制度や業績連動型株式報酬制度の実施で、短期・中長期の業績
連動のウエイトを高めた透明性の高い制度になっており、個々の実績評価は妥当としております。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふり
氏

 
　
がな
名 当社における地位および担当

1 再 任
さ

佐　
たけ

竹　
たか

隆　
ゆき

幸 独立社外取締役
監査等委員

2 再 任
た

田　
なか

中　
あき

明　
こ

子 独立社外取締役
監査等委員

3 新 任
たか

髙　
お

尾　
みつ

光　
とし

俊 新任候補者

12



候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１

さ た け た か ゆ き
佐 竹 隆 幸
(昭和35年11月22日)

平成11年 4 月 神戸商科大学（現　兵庫県立大学）商経
学部経営学科助教授

1,900株

平成16年４月 同大学経営学部事業創造学科教授
平成22年４月 同大学大学院経営研究科教授
平成24年６月 当社取締役
平成

平成
平成

28

28
28

年

年
年

４

６
７

月

月
月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研
究科教授（現任）
兵庫県立大学名誉教授（現任）
当社取締役（監査等委員）（現任）
株式会社オーク　社外取締役

［重要な兼職の状況］
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

〔候補者とした理由〕
佐竹隆幸氏は、当社監査等委員である独立社外取締役として、大学院経営戦略研究科教授として培
われた専門的な知識・経験等を活かし、監査の実効性の確保、また当社経営意思決定の健全性・適
正性の確保と透明性の向上に多大な貢献を果たしてまいりました。これらのことから、過去に会社
の経営に直接関与された経験はありませんが、同氏を適切な人材と判断し、引き続き監査等委員で
ある独立社外取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

２

た な か あ き こ
田 中 明 子
(昭和34年11月29日)

昭和58年４月 大阪国税局入局

900株

平成11年４月 税理士登録
平成13年４月 税理士法人京都経営ネットワーク　社

員
平成22年９月 ココロデザイン株式会社　代表取締役

（現任）
平成22年10月 田中明子税理士事務所　所長

（平成27年10月法人成りにより退
任）

平成24年６月 当社監査役
平成27年10月 しんわ税理士法人　代表社員（現任）
平成28年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
［重要な兼職の状況］
しんわ税理士法人　代表社員
ココロデザイン株式会社　代表取締役

〔候補者とした理由〕
田中明子氏は、当社監査等委員である独立社外取締役として、税理士として培われた知見、会社経
営指導の経験等を活かし、会計や税務の観点から監査の実効性の確保、また当社経営意思決定の健
全性・適正性の確保と透明性の向上に寄与してまいりました。これらのことから、同氏を適切な人
材と判断し、引き続き監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３

た か お み つ と し
髙 尾 光 俊
(昭和25年４月１日)

昭和47年４月 川崎重工業株式会社入社

―

平成20年６月 同社代表取締役常務　財務経理部長
平成24年４月 同社代表取締役副社長

社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推
進本部・人事本部・総務本部所掌

平成26年４月 テクノプロ・ホールディングス株式会社
社外監査役（現任）

［重要な兼職の状況］
テクノプロ・ホールディングス株式会社　社外監査役

〔候補者とした理由〕
髙尾光俊氏は、過去に上場企業の代表取締役副社長を務めるなど、企業経営者としての豊かな経験
に培われた経営に対する高い見識を有しております。さらに、財務経理部長としての経験や企画・
人事・CSR等の各本部を所掌された経験から、財務および会計に関する知識だけではなくバランスの
とれた幅広い知識と深い知見を有しております。また、現在、他社の社外監査役を務めており、コ
ーポレート・ガバナンスに関する豊かな知識を持ち、客観的な視点から監査・監督を行っておりま
す。
これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、監査等委員である独立社外取締役候補者といたし
ました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．佐竹隆幸氏、田中明子氏および髙尾光俊氏は、独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定め
る独立役員の候補者であります。

３．佐竹隆幸氏は現在、当社の独立社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって５年９
ヵ月となります。田中明子氏は現在、当社の独立社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の
時をもって１年９ヵ月となります。

４．当社は佐竹隆幸氏および田中明子氏との間において、以下の内容の責任限定契約を締結しております。
両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。ま
た、髙尾光俊氏が選任された場合には同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
会社法第423条第１項の行為により当社に損害賠償責任を負う場合は、1,000万円または法令が規定
する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員で
ある取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、
取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な
氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 お よ び
重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況

所有する当社
の 株 式 数

お く だ た か お
奥 田 孝 雄
（昭和42年９月25日）

平成８年４月 大阪弁護士会登録

―

北浜法律事務所　入所
平成14年10月 奥田・木下法律事務所設立、共同代表弁護士
平成17年10月 南森町法律事務所へ改称、共同代表弁護士(現

任）
平成
平成

27
27
年
年
５
６
月
月
当社監査役
当社監査役　退任

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．奥田孝雄氏は、補欠の独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満た
しております。

３．奥田孝雄氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を
欠く不測の事態において、企業法務に精通している同氏を社外取締役とすることが適当であると判断
したためであります。

４．奥田孝雄氏が社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、過去に
会社の経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な
見識を有しているためであります。

５．奥田孝雄氏が、社外取締役に就任する場合に締結する予定の責任限定契約の内容の概要は以下のとお
りであります。
会社法第423条第１項の行為により当社に損害賠償責任を負う場合は、1,000万円または法令が規定
する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。

以　上
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（平成29年 4 月 1 日から平成29年12月31日まで）
１．企業集団の現況に関する事項

　当社は、海外連結子会社と決算期を統一することによる適時・適切な会社情報の開示を徹底
し、かつ当社グループの予算編成や業績管理等、事業運営の効率化を図ることを目的とし、平成
29年６月21日開催の第48回定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、当期より
決算日を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、決算期変更の経過期間であ
る当連結会計年度につきましては、平成29年４月１日から平成29年12月31日までの９ヶ月間
を連結対象期間としております。なお、12月決算の海外子会社につきましては、従来どおり、
平成29年１月１日から平成29年12月31日までの12ヶ月間を連結対象期間としております。
　このため、対前期増減率については記載しておりません。

⑴　事業の経過および成果
当連結会計年度（平成29年４月１日～平成29年12月31日）におけるわが国経済は、IT産業

を中心とする輸出の回復や、堅調な雇用・所得情勢から個人消費の復調が見られる等、緩やかな
回復基調にあったものの、米国政権の動向や世界的な地政学リスクに対する懸念の高まり、為替
の動向等から景気の先行きへの懸念は継続しております。
電子部品業界ではスマートフォンに使用される電子部品の高機能化や小型化が進んでおりま

す。そのため、電子部品を搭載する電子基板も高密度化の傾向にあり、技術革新が進んでおりま
す。また、半導体メモリー市場の拡大により、それを搭載するパッケージ基板生産量が増加し、
クルマの電装化も業界の拡大を牽引しております。
　IoT（Internet of Things：あらゆるものがインターネットでつながること）関連市場は引き
続き高い成長が見込まれ、移動通信システムの高速大容量の第５世代（５Ｇ）への切り替えに
注目が集まっており、高速通信処理に対応可能な電子基板が必要になります。また、クルマの
自動運転技術も着実に進んでおり、使用されるミリ波レーダーやカメラ等のセンサー類の需要
が大きく拡大しており、これらを搭載するパッケージ基板が増加しております。さらに、将来
の電気自動車へのシフトが明確となり、これに伴う電子基板も拡大すると考えております。
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このような環境のもと、当社グループは高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力いたしま
した。特にスマートフォンやタブレットPC等のパッケージ基板向けにシェアが拡大している超
粗化剤「CZシリーズ」の開発を加速させ、販売を積極的に推進いたしました。CZは高い信頼性
によりクルマ向け自動運転センサー類搭載基板に採用が広がっております。また、エッチング法
で高密度配線パターンを実現する「EXEシリーズ」は高いシェアを獲得しているディスプレイ用
部品向けに加え、スマートフォンに搭載する電子基板向けも順調に推移し、ディスプレイ向けの
「SFシリーズ」の販売も拡大いたしました。スマートフォンやクルマ、ロボット等に使われる
フレキシブル基板は配線の微細化が進んでおり、銅箔の種類を選ばずに粗化を実現する「UTシ
リーズ」の販売を積極的に進めた結果、基板メーカーでの量産使用が始まっております。引き続
きリジッド基板メーカーも含め複数社がテストを実施しております。また、本格的なIoT時代の
到来を見据えた高速通信処理のニーズに対応する高周波基板向けの「FlatBONDシリーズ」は
まだ少量ながら顧客への安定的な供給が継続しており、５Ｇへの切り替えとともに今後は拡大す
る方向にあります。
　金属と樹脂とを直接接合する技術である「アマルファ」は一部の携帯端末の金属筐体を製造す
る工程で使用されておりますが、販売面で苦戦しており、新規顧客獲得に向け営業活動に取り組
みました。
　売上高の内訳は、薬品売上高は94億80百万円、機械売上高は56百万円、資材売上高は94百
万円、その他売上高は９百万円となりました。
　薬品売上高の内訳は、密着向上剤は54億37百万円、エッチング剤は32億90百万円、その他
薬品は７億51百万円となりました。
　その結果、当連結会計年度の売上高は96億41百万円となりました。営業利益は19億93百万
円、営業利益率は20.7％となりました。経常利益は20億63百万円となりました。税金等調整前
当期純利益は21億４百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は15億67百万円となりま
した。
　メック台湾は、ディスプレイ用パッケージ基板向けや高密度電子基板向け薬品が堅調に推移い
たしました。中国では、メック蘇州はスマートフォン向けHDI基板用薬品が順調、メック珠海は
汎用電子基板市場で売上が堅調に推移いたしました。メックヨーロッパは、欧州の電子基板業界
全体が低迷の状況にありますが、新規顧客の獲得等により堅調に推移いたしました。さらに当社
は今後拡大する東南アジア市場を深耕するため、平成29年５月、タイに６社目の子会社を設立
いたしました。操業開始は、平成31年７月を予定しております。
　キャッシュ・フローに関しては当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計
年度末にくらべて58百万円減少し、36億64百万円となりました。この要因は営業活動による
キャッシュ・フローで15億91百万円得られ、投資活動によるキャッシュ・フローで８億32百
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万円使用し、財務活動によるキャッシュ・フローで８億85百万円使用したことによります。
　以上の結果、ROEは11.3%となりました。
　また、株主の皆様への還元といたしましては、配当金を前年対比１株当たり２円増配し、配
当性向は26.9％となっております。

　品目別売上高の状況は次のとおりであります。

区 分
第48期（前連結会計年度） 第49期（当連結会計年度）

売 上 高
（百万円）

構成比
(%)

売 上 高
（百万円）

構成比
(%)

前期比
(%)

電子基板用向け薬品
電子部品用向け薬品 8,862 95.7 9,480 98.3 ー

電 子 基 板 用 機 械 130 1.4 56 0.6 ー

電 子 基 板 用 資 材 239 2.6 94 1.0 ー

そ の 他 26 0.3 9 0.1 ー

合 計 9,259 100.0 9,641 100.0 ー
　当連結会計年度は決算期変更の経過期間となることから、前期比の記載を省略しております。

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は６億47百万円で、その主なものは次の
とおりであります。
①　当連結会計年度中に完成した主要設備

尼崎事業所　　　　　　　　研究用実験機器、尼崎工場製造設備および太陽光発電設備
長岡工場　　　　　　　　　製造設備の更新

②　当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
　MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.の事務所・工場建設

③　当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
　該当事項はありません。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度の資金調達につきましては、タイ子会社設立資金および運転資金として国内
金融機関より短期借入金10億円を調達いたしましたが、当連結会計年度末に完済しております。
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⑷　財産および損益の状況の推移
区　　　分 第46期

(平成27年３月期)
第47期

(平成28年３月期)
第48期

(平成29年３月期)
第49期

（当連結会計年度）
（平成29年12月期）

売 上 高(百万円) 9,057 9,078 9,259 9,641
営 業 利 益(百万円) 2,008 2,185 1,887 1,993
経 常 利 益(百万円) 2,129 2,207 1,888 2,063
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 1,344 1,514 1,642 1,567

１株当たり当期純利益 (円) 66.98 76.26 84.86 81.77
総 資 産(百万円) 14,646 15,715 17,993 19,247
純 資 産(百万円) 12,039 12,250 13,110 14,587
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 599.85 632.41 683.86 760.92
Ｒ Ｏ Ｅ (％) 12.1 12.5 13.0 11.3
従 業 員 数 (名) 284 301 321 333
（注）１．１株当たりの指標については、いずれも自己株式数を控除して算出しております。

２．従業員数は就業員数であり、パートタイマーおよび嘱託社員は含んでおりません。
３．第49期につきましては、決算日を12月31日に変更したことにともない、９ヶ月間となっております。

9,057 9,078 9,259 9,641

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

（百万円）売上高

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

2,185
1,9931,8872,008

（百万円）営業利益

2,2072,129

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

2,0631,888

（百万円）経常利益

1,514
1,344

1,5671,642

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

（百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

76.26
66.98

81.7784.86

（円）1株当たり当期純利益

12,250
15,715

12,039
14,646 14,58713,110

19,24717,993

第47期
（平成28年3月期）

第46期
（平成27年3月期）

第48期
（平成29年3月期）

第49期
（平成29年12月期）

（百万円）
総資産 純資産

総資産・純資産

（注）　第49期につきましては、決算日を12月31日に変更したことにともない、９ヶ月間となっております。
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⑸　対処すべき課題
　当社グループを取り巻く環境は、「１．企業集団の現況に関する事項」「⑴事業の経過およ
び成果」の欄に記載したとおりであり、景気の先行きは不透明であります。
　このような事業環境ではありますが、当社グループは、企業価値の源泉である社是「仕事を
楽しむ」を掲げ、経営理念「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を基本方針とし
て事業展開を重ねてまいりました。上記基本方針の実現および株主共同の利益に資するために、
平成32年末を最終年度とする３年間の中期経営計画「e-frontier next plus」を策定し、その推
進による企業価値の向上に努めております。「e-frontier next plus」では上記の基本方針に加
え、経営戦略の根幹となる新たな定性目標として、事業成長戦略に「技術マーケティングの強
化」「オープンイノベーションの推進」および、経営基盤の整備として「ESG-H戦略の推進」
を策定し、取組みを開始しております。
　また、さらなる成長路線を実現するべく、経営の諸課題に全力で取り組み、企業価値の最大
化に努めていく所存であります。
①　技術マーケティングの強化
　従来、当社グループの顧客はその大半が電子基板・部品製造メーカーでありましたが、今
後は大きく視野を拡大し、例えば、“川上”の材料メーカーとの共同評価、“川下”のエンドユー
ザー、セットメーカーへの技術紹介や認定取得といった活動をより強化してまいります。技
術マーケティングの強化により製品開発の迅速化にも寄与すると考えております。当社のコ
ア技術をより全面に出したグローバルなマーケティングにより、潜在顧客の発掘と拡販およ
び新製品開発を図ります。

②　オープンイノベーションの推進
　近年、世界におけるIoTやAI（人工知能）、ビッグデータを活用した技術の発達と革新はめ
ざましいものがあります。当社グループもその流れをいち早くつかみ、事業拡大につなげる
べく、経営理念「独創の技術」に加えて、外部のアイデアや開発力をより積極的に活用する
ことで自社の潜在力を引き出し、これまでになかった価値を見つけて事業化を図ります。ま
た、社内だけでなく、外部を積極的に活用することで、開発の迅速化も実現できると確信し
ております。
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③　ESG-H戦略の推進
　E：Environment環境、S：Social社会、G：Governance企業統治に加え、H：Human 
resources人財の頭文字からなるESG-H戦略は、会社事業の礎となるものです。当社は化学薬
品事業会社として、例えば環境においては適正な化学物質の管理、自然および生物多様性の保
護に努めてまいります。また社会においては従業員の「ワーク・ライフ・バランス」支援、株
主や顧客、地域社会などステークホルダーに対して、「企業の社会的責任」を果たすべく活
動・貢献を積極的に推進しております。そして、会社の中長期的な目標を達成するため、企業
競争力最大の源泉は「人財」です。企業価値を最大化できる人財育成に取り組みます。
　当社は代表取締役社長が委員長を務めるESG委員会を設置しており、３ヶ月に１回、委員
会を開催し、ESG戦略の推進に努めております。例えば、尼崎事業所に関しては、住宅地と
いうこともあり、地域住民の避難場所としての機能も有しております。また、当社に対する
ご理解を深めていただくために地域住民向けの説明会や見学会を実施いたしました。今後も
適宜継続して取り組みます。
　さらに、製品開発においてもESG戦略、特に環境面に重きをおき進めてまいります。
　そして企業統治においては経営のダイバーシティ（多様性）と透明性確保の観点から社外
役員の招聘を積極的に推進し、また情報開示、資本効率向上に常に取り組んでおります。

　当社グループは、これらの課題を克服することにより、オンリーワンまたはナンバーワンの
領域を複数保有する地位の獲得を目標とし、継続的に高い成長を実現し続けるべく全力を尽く
してまいります。
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⑹　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

MEC TAIWAN COMPANY 
LTD. 25,000千NT$ 100 ％ 電子基板・部品資材事業

MEC (HONG KONG) LTD. 4,500千HK$ 100 ％ 電子基板・部品資材事業

MEC FINE CHEMICAL
(ZHUHAI) LTD. 8,000千HK$ 100

(100)
％
(※1) 電子基板・部品資材事業

MEC CHINA
SPECIALTY PRODUCTS
(SUZHOU) CO.,LTD.

4,000千US$ 100 ％ 電子基板・部品資材事業

MEC EUROPE NV. 1,000千EUR 100 ％
(※2)

電子基板・部品資材事業

MEC SPECIALTY 
CHEMICAL (THAILAND) 
CO.,LTD.　(※3)

215,000千THB 100 ％
(※4)

電子基板・部品資材事業

(※１)　MEC (HONG KONG) LTD.所有分であります。
(※２)　MEC TAIWAN COMPANY LTD.が0.05％出資しております。
(※３)　平成29年５月29日に、MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.を設立いたしました。
(※４)　当社関係者が0.01％出資しております。
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⑺　主要な事業内容（平成29年12月31日現在）
　当社グループは、電子基板・部品資材事業を主業務としており、各製商品分類、主要製商品
は以下のとおりであります。

製商品分類 主要製商品

製 　品

電子基板用向け薬品
電子部品用向け薬品

密着向上剤
エッチング剤
その他表面処理剤

電子基板用機械 薬品処理機械
各種前後処理機械

商 　品 電子基板用資材 銅箔
ドライフィルム

　　その他 機械修理
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⑻　主要な営業所および工場（平成29年12月31日現在）
名　　　称 所　　在　　地

メック株式会社：本社・研究所・尼崎工場 兵庫県尼崎市

メック株式会社：西宮工場 兵庫県西宮市

メック株式会社：長岡工場 新潟県長岡市

メック株式会社：東京営業所 東京都立川市

MEC TAIWAN COMPANY LTD.：本社・工場 台湾　桃園市

MEC (HONG KONG) LTD.：本社 香港　九龍地区

MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.：本社・工場 中国　珠海市

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) 
CO.,LTD.：本社・工場 中国　蘇州市

MEC EUROPE NV.：本社・工場 ベルギー　ゲント

MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.：本社 タイ　アユタヤ

⑼　従業員の状況（平成29年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

333名 12名増

（注）　従業員数は就業員数であり、パートタイマーおよび嘱託社員は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

184名(男性 133名）
（女性   51名）

7名増 40.6歳 12.7年

（注）　従業員数は就業員数であり、パートタイマーおよび嘱託社員は含んでおりません。
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⑽　主要な借入先（平成29年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 625   百万円

株式会社三井住友銀行 625

２．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（平成29年12月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 前 田 和 夫

最高経営責任者
MEC TAIWAN COMPANY LTD.取締役
MEC (HONG KONG) LTD.代表取締役
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.代表取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) 
CO.,LTD.代表取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
取締役

取 締 役 長 井 　 眞

専務執行役員　事業本部長
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役
MEC (HONG KONG) LTD.取締役
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) 
CO.,LTD.取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
代表取締役

取 締 役 中 　 川 　 登 志 子

常務執行役員　経営企画本部長
MEC TAIWAN COMPANY LTD.取締役
MEC (HONG KONG) LTD.取締役
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.取締役
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) 
CO.,LTD.取締役
MEC EUROPE NV.取締役
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
取締役

取 締 役 西 山 　 豊 関西大学化学生命工学部教授

取締役（監査等委員） 前 田 勝 廣

取締役（監査等委員） 佐 竹 隆 幸 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

取締役（監査等委員） 田 中 明 子 しんわ税理士法人　代表社員
ココロデザイン株式会社　代表取締役
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（注）１．取締役西山　豊氏ならびに取締役（監査等委員）前田勝廣氏、佐竹隆幸氏および田中明子氏は、独立
社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

２．取締役（監査等委員）田中明子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有しております。

３．当社は、監査等委員会の制度趣旨にそって、内部統制室を監査等委員会直属の組織とし、内部統制シ
ステムを活用した組織的監査を行い、監査等委員会の補助使用人の事務局を設ける等の緊密な体制を
とっております。また監査等委員会は、選定監査等委員の仕組みを活用して年間の役割分担を定め、
例えば内部統制室とともにすべての事業所を往査する等で監査品質を維持するとともに、全員が独立
社外取締役として、取締役会等に加え指名報酬諮問委員会・ＥＳＧ委員会の委員にも就任し、監督の
付託に応えるよう努めております。
また監査等委員のうち1名は、適宜適切に職務対処ができるよう人選をしております。
毎月開催される監査等委員会には、社外取締役、内部統制室も出席し情報共有と意見交換を行ってお
ります。そのため、当社は常勤の監査等委員を選定しておりません。

４．当社と西山　豊氏、前田勝廣氏、佐竹隆幸氏および田中明子氏は、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、４氏ともに1,000万円または法令が定める額のいずれか
高い額としております。

⑵　取締役の報酬等の総額
区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う ち 独 立 社 外 取 締 役 ）

4名
(1)

124百万円
(3)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 独 立 社 外 取 締 役 ）

3
(3)

19
(19)

合 計 7 143

（注）１．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、平成28年６月21日開催の第47回定時株主総会にお
いて、年額170百万円（うち社外取締役分20百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない。）と決議されております。

２．監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成28年６月21日開催の第47回定時株主総会において、
年額50百万円以内と決議されております。

３．独立社外取締役の報酬は、月額定額報酬としております。
４．取締役（独立社外取締役を除く。）の報酬は、月額定額報酬と業績連動報酬としております。業績連
動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報
酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分しております。

５．取締役（独立社外取締役を除く。）の報酬等の総額には、業績連動型株式報酬として26百万円が含ま
れております。
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⑶　社外役員に関する事項
①　独立性がない場合の判断基準の制定
　独立性がない場合の厳格な判断基準を以下のとおり制定しております。これに照らして社
外役員は、全員独立性を有しております。

 

ａ議決権を５％以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経
験がある。

ｂ当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。
ｃ当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。
ｄ当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。
ｅ当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得
ている実績がある。

ｆａからｅの該当期間は、現時点から遡り５年以内とする。
ｇ次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。
　イ　ａからｆまでに掲げる者。
　ロ　当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。

②　重要な兼職先と当社との関係
　すべての役員の役員兼任ルールとして、非業務執行役員は当社を含め原則４社以内、業務
執行役員は当社を含め原則２社以内としております。兼職のある役員は下記のとおりです。

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当 社 と の 関 係

独立社外取締役 西 山 　 豊 関西大学化学生命工学部教授 特別の関係なし

独立社外取締役
（監査等委員） 佐 竹 隆 幸 関西学院大学専門職大学院経営戦略研

究科教授 特別の関係なし

独立社外取締役
（監査等委員） 田 中 明 子 しんわ税理士法人　代表社員

ココロデザイン株式会社　代表取締役 特別の関係なし
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③　当事業年度における主な活動状況
　社外取締役の取締役会出席率および監査等委員である社外取締役の監査等委員会出席率は
85％以上を求めることとしております。

区　　分 氏　 名 主　 な　 活　 動　 状 　況

独立社外取締役 西 山 　 豊

当事業年度に開催された14回の取締役会のすべてに出席し、さらに
13回開催された監査等委員会にもオブザーバーとして７回出席して
おります。
化学生命工学部教授として培われた専門的な知識・経験等に基づき、
主に研究開発部門において有益な提言・助言を行い、研究開発の推進
に多大なる貢献を果たしております。また、ＥＳＧ委員会委員として
も、ＥＳＧの推進において、特に環境の側面から客観的な意見を積極
的に発言しております。

独立社外取締役
（監査等委員） 前 田 勝 廣

当事業年度に開催された14回の取締役会、13回の監査等委員会すべ
てに出席しております。監査等委員長として委員会の運営にあたるほ
か指名報酬諮問委員会委員、ＥＳＧ委員会委員にも就いて活動してお
ります。
監査等委員会による監査・監督機能の充実のための諸施策、経営課題
への対処などに経営者として培われた経験と学習に基づく専門的見地
から多岐にわたり意見および提言を行っております。

独立社外取締役
（監査等委員） 佐 竹 隆 幸

当事業年度に開催された14回の取締役会、13回の監査等委員会すべ
てに出席し経営系専門職大学院教授として培われた専門的な知識、経
験等を監査・監督に活かしてきました。
特に顧客価値創造経営の実現を果たし、「社会の公器」として地域に
貢献できる企業としての企業価値向上に向けての戦略策定に貢献する
とともに、ＥＳの向上、ＣＳの向上、ＣＳＲのさらなる実践に向けて
の社内システム確立にも貢献しております。代表取締役社長・経営幹
部・社外取締役との意見交換会のコーディネーターを務め、加えて中
期経営計画策定に向けての監督・助言に努めております。指名報酬諮
問委員会委員・ＥＳＧ委員会委員として、特にＥＳＧの推進に多大な
る貢献を果たし、客観的な視点から積極的に提言しております。

独立社外取締役
（監査等委員） 田 中 明 子

当事業年度に開催された14回の取締役会に11回出席し、13回の監査
等委員会に12回出席しております。監査等委員としての任務にあた
るほか指名報酬諮問委員会委員として活動をしております。
税理士としての知見や経験を活かし、税制改正や国際課税動向等の情
報提供に努めると同時に、他の取締役との情報交換を通じて経営全般
の課題についての共通認識を図り、意見表明に努めてまいりました。

（注）独立社外取締役（監査等委員）田中明子氏は病気療養のため、当事業年度内に開催された取締役会を３回、
監査等委員会を１回欠席しております。現在は回復し、社外取締役としての活動に支障はありません。
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３．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　会計監査人の報酬等の額
区 分 報 酬 等 の 額

当社が支払うべき報酬等の額 22百万円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 22百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の当社が支払うべき報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要資料を入手し、報告を受けたうえ
で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認
し、適切性、妥当性を判断した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

３．当社子会社のうち、MEC EUROPE NV.の計算関係書類の監査は、当社の会計監査人のネットワーク
以外の監査法人の監査を受けております。その他の子会社の監査費用として、当社会計監査人と同一
のデロイトトウシュトーマツのネットワークの会計監査人に対して支払うべき金額の総額は、14百万
円であります。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の選定基準・評価基準を定め、また独立性と専門性を毎期確認
しております。会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、検討委員会の答申を受
けて、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認
められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にお
いて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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４．会社の体制および方針
［グループコーポレート・ガバナンスの状況］

選任・解任

付議・報告

連携 監査

連携報告

選任・解任

選任・解任

内部監査

監査
内部監査

監査

監査

連携・協働

選任・解任・監督
メックグループ共有規程

選任・解任・監督

監査

付議・報告

統括

株　主　総　会

監査等委員会 （3）

社外監査等委員 （3）

ＣＥＯ
代表取締役社長

ＣＦＯ
執行役員

事業部門

内部統制室 （3）

［グループ子会社］

選任
解任
監督

取締役会

取締役社長

事業部門

推薦・提言 選任

指名報酬諮問委員会 （5）

社外取締役 （3）

選任提言

ESG委員会 （5）

社外取締役 （3）

会計監査人

取締役会
取締役（監査等委員を除く） （4）

社外取締役 （1）

監査報告
会計監査人選・解任議案説明

報告
議案提出

連
携

連
携

報
告
・
補
助

監
査
指
示

事
業
戦
略
会
議

付議・報告

⑴　当社とその子会社および関連会社(以下、「メックグループ」という。)の業務
の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　メックグループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制
（ⅰ）メックグループの内部統制・コンプライアンス体制の基本として、メックグループ企業

行動憲章・企業行動規範およびメックグループ内部統制・内部監査・Ｊ－ＳＯＸ規程、コ
ンプライアンス規程を定める。社長を委員長とする内部統制委員会、コンプライアンス委
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員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、必要に応じて、
関連規則・ガイドラインの策定、従業員教育を実施する。

（ⅱ）取締役は、メックグループにおいて重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重
要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会および他の取締役に報告する。

（ⅲ）適正かつ効率的な業務の遂行と内部統制体制が不正を未然に防止する体制となっている
か、その整備運用状況の監査を行うことを目的に、内部監査部門である内部統制室を監査
等委員会直属の組織として設置する。内部統制室に所属する使用人の人事（異動、報酬等）
については、監査等委員会の同意を得た上で決定することとする。
　内部統制室は、年間計画に従って内部監査を実施し、その監査結果を監査等委員会、取
締役、内部統制委員会等に報告する。

（ⅳ）法令違反、就業規則等社内規程に違反する行為、セクシュアル・ハラスメント等非人道
的な行為などの事実のメックグループ内部通報制度として、社外取締役の中から１名と社
外の弁護士等、内部統制室長を直接の受領者とする内部通報システムを整備する。また内
部通報者等が通報および調査に協力したことで不利益な取り扱いとならないよう徹底する。

（ⅴ）監査等委員会は、会社の法令遵守体制および内部通報システムの運用に問題があると認
めるときは、代表取締役社長に意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。

（ⅵ）監査等委員会は監査等委員でない社外取締役および内部統制室に対し、原則として毎月
１回監査等委員会にオブザーバーとしての出席を要請することにより会合を持ち、監査結
果等について報告するとともに、意見交換をする。

②　メックグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）メックグループの取締役の職務の執行が経営の基本方針に基づき効率的に行われること

を確保するため、取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
会社の事業戦略に関わる重要事項については、取締役および執行役員等で構成する毎月１
回開催の事業戦略会議ならびに管理職で構成する毎年２回開催の全社方針会議において議
論し、周知徹底を図る。

（ⅱ）取締役の職務の執行に対する監督機能を高める等のため、取締役会における社外取締役
の員数が過半数もしくは半数となるよう選任をする。一方で執行役員制度の充実も進め、
監督と執行の分離を図っていく。

（ⅲ）取締役会直属の社外取締役が過半数の「指名報酬諮問委員会」と「ESG委員会」を設置
し、取締役会に対し多面的な検討をした候補者推薦や多くの提言を行う。
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（ⅳ）社外取締役は、社長をはじめとする取締役、最高財務責任者と原則として３ヶ月に１回
の会合を持ち、意見および情報の交換をする。
　筆頭社外取締役が、この運営の任に当たることとする。

（ⅴ）取締役会が決定する業務執行を効率的に行うため、組織規程・業務分掌規程・職務権限
規程・稟議規程を置き、業務ごとの責任者・決裁権限・執行手続きの詳細を定める。

③　メックグループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役会等重要会議の議事録および稟議書等の決裁書類の作成・保存・管理に関する事項
を、取締役会規程、稟議規程、文書管理規程等に定め、これらに則って業務処理を行うこと。

④　メックグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ⅰ）当社事業活動遂行上の主要なリスクとして、イ．法令・定款違反リスク、ロ．品質リス

ク、ハ．環境リスク、二．個人情報保護・特定個人情報保護リスク、ホ．情報漏洩・情報
セキュリティリスク、へ．災害リスク、ト．サプライチェーンリスク等の事項を認識し、
その把握と管理を行うための社内体制を整備する。

（ⅱ）リスク管理の基本体制として、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、
メックグループリスク管理規程および関連規程を整備して、個々のリスクごとの管理責任
体制を確立する。

（ⅲ）事業継続のための事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan)を策定し、不測の
事態が生じたときは、社長を本部長とする対策本部を設置し、必要により外部専門家等の
支援も得て迅速に対応し、損害の未然防止、最小化対策を実施する。

⑤　グループ各社における業務の適正を確保するための体制
（ⅰ）グループ各社における業務の適正を確保するため、メックグループとしての経営理念・

社是・企業行動憲章・企業行動規範、関係会社管理規程、内部統制・内部監査・Ｊ－ＳＯ
Ｘ規程、内部通報規程、リスク管理規程等のグループ共有規程を整備し、グループ各社は
関連規程、関連規則・ガイドラインの策定、従業員教育を実施する。

（ⅱ）グループ各社の経営管理のために関係会社管理規程を定め、これに基づきグループ各社
は決裁・報告をすることとし、重要な事項に関しては当社取締役会決議によって、グルー
プ各社の経営管理を行う。
　また、事業本部をはじめ、国内各事業部門がそれぞれの事業分野についてグループ各社
の事業部門を統括し、連携・協働する。

33



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

（ⅲ）取締役は、グループ各社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項
を発見した場合には、直ちに監査等委員会および他の取締役に報告する。

（ⅳ）グループ各社は、当社からの経営管理・経営指導内容に法令違反その他コンプライアン
ス上問題があると認めるときは、監査等委員会および内部統制室に報告し、監査等委員会
および内部統制室は、代表取締役社長に意見を述べ、または改善策の策定を求める。

（ⅴ）メックグループの監査・内部統制の充実を図るため、監査等委員会と内部統制室はとも
に国内外の全事業所・部・室を調査する方針としている。グループ会計監査人のみならず
海外グループ各社の調査に当たっては、現地会計監査人等とも情報交換を実施する。

⑥　メックグループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員
会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

（ⅰ）取締役（監査等委員である取締役を除く。）および従業員が監査等委員会に報告すべき
事項および時期については､諸規程に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
および従業員は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会
に都度報告する。また、上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な
取り扱いを受けないよう徹底する。

（ⅱ）前項に拘わらず、監査等委員会は、いつでも必要に応じて、取締役および従業員に対し
て報告を求めることができる。

⑦　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）監査等委員会と内部統制室は、会計監査人と原則として年間５回の会合を持ち、意見お

よび情報の交換を行い、連携と相互牽制を図る。
（ⅱ）監査等委員会は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他

の外部専門家を独自に起用することができる。監査等委員の職務の執行について生ずる費
用の前払いまたは償還については、監査等委員の請求に基づき適切に処理をする。

⑧　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項
　監査等委員会の補助に関する規程を設け、監査等委員会から要請があった場合の補助使用
人の任命手続きを定める。
　補助使用人の属する事務局は、監査等委員会規程の定めるところにより内部統制室に設け
る。
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⑨　補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
（ⅰ）取締役会は、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、その人事（異動、報酬

等）については、監査等委員会の同意を得た上で決定することとする。補助使用人は、監
査等委員より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役（監査等委
員である取締役を除く。）、使用人の指揮命令を受けない。

（ⅱ）補助使用人は、業務の執行に係る役職を兼務しない。

⑵　メックグループの業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　法令および定款に適合することの確保に関する運用状況
（ⅰ）全取締役が出席する内部統制委員会、コンプライアンス委員会を半年に１回計２回開催

いたしました。いずれにおいても、開示すべき重要な不備に該当する指摘はありませんで
した。
　内部統制室は監査等委員会で承認された年間監査計画を取締役会に報告し、内部監査の
結果を都度監査等委員会、取締役会等に報告しております。

（ⅱ）内部通報システムのより一層の充実を図るため、今後のグローバル展開を踏まえてグル
ープとしてのグローバル内部通報制度の整備を進めました。内部通報システムの運用状況
はコンプライアンス委員会にて報告いたしました。

（ⅲ）社外取締役と内部統制室長は、原則月１回開催される監査等委員会に出席し、監査等委
員である取締役と有効な意見交換をしております。

（ⅳ）メックグループの経営方針および企業行動規範の周知・徹底を図り、良き企業市民とし
ての行動ができるよう、新たに入社した従業員（契約・派遣も含む）には『労務・倫理ガ
イドライン』によるコンプライアンス教育の周知・徹底を行っております。

（ⅴ）メックグループの経営理念、中期経営計画等の経営方針を、共通価値観を持って捉え行
動できるようグループ各社の取締役・執行役員および使用人に周知・教育を実施し、浸透
を図っております。

（ⅵ）全社のコンプライアンス状況の把握を目的とし、モニタリング調査を定期的に実施し、
コンプライアンス委員会に報告しております。

②　取締役の職務執行が効率的に行われることの運用状況
（ⅰ）当事業年度に取締役会を14回開催し、中期経営計画フォロー、予算、コーポレート・ガ
バナンスの充実、海外子会社設立等について活発な議論と審議を行いました。

（ⅱ）指名報酬諮問委員会は３回、ＥＳＧ委員会は３回開催し、取締役等の選任議案の審議、
後継者育成計画、取締役会評価、コーポレートガバナンス・コード対応等を中心に有効な
提言を取締役会に行いました。
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（ⅲ）社外取締役と代表取締役社長・経営幹部との四半期ごとの意見交換会を実施し、経営の
基本にかかわるテーマを中心に活発な議論をいたしております。

（ⅳ）監査等委員会制度への移行に当たって、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任
するとともに職務執行権限委譲・見直しを実施し、迅速な職務執行に資するようにいたし
ております。

③　情報の保存および管理に関する運用状況
　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録および計算書類等について、法令の定めに則り
保存期間を設定し、適切に保存しております。

④　リスク管理に関する運用状況
　当社は薬品を扱う業種のため安全や化学薬品のリスクアセスに重点を置いて取り組んで
おります。当事業年度は、全事業所で毒劇物管理体制の点検を実施、適切であることを確認
しました。なお、年２回開催のリスクマネジメント委員会において、情報の共有と不備の洗
い出しを実施・確認しております。

⑤　グループ各社の業務の適正を確保するための運用状況
　選定監査等委員と内部統制室はグループ各社を調査し、現地会計監査人との情報交換を実
施いたしました。

⑥　監査等委員会の監査に関する運用状況
（ⅰ）監査等委員は、事業戦略会議、全社方針会議等の重要な協議の場に出席し、往査結果と

合わせ内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。
（ⅱ）監査等委員会は、会計監査人と４回、内部統制室と13回の意見および情報交換会を実施

し、経理部門主催の会計監査人、内部統制室との打ち合わせ会にも出席しました。監査等
委員会は、会計監査人との打ち合わせ内容を取締役会に都度報告しております。

＜ご参考＞
コーポレートガバナンス・コードに関する主な取組み
①　招集通知の早期開示および議決権の電子行使
　当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の皆様の権利が実質的に確保されるよ
う努めております。
　平成29年12月期には、株主の皆様が議決権行使するための十分な検討期間を設けられるよ
うに、招集通知の3週間前発送を行い、さらにその1週間前にＨＰにて電子開示を行い、正確
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な情報の迅速かつ公平な提供に努めました。また、株主の皆様の利便性も考慮し、議決権の電
子行使を導入しております。

②　業績連動型株式報酬の導入
　当社は、株主の皆様と一層の価値の共有を図るため、また当社の中長期的な業績の向上と企
業価値の増大への貢献のため、業績連動型株式報酬制度を導入しております。

③　取締役会および監査等委員会評価
　取締役会および監査等委員会の実効性を確保するため、取締役会および監査等委員会評価を
実施しました。
　取締役会評価は、全取締役を対象に自己評価を実施し、その結果を以降の取締役会運営改
善・内容の向上に活かし、実効性を確保しております。
　監査等委員会評価は、監査、監督に係る選択項目について監査等委員の自己評価および独立
社外取締役（監査等委員を除く。）と内部統制室長による外部評価を実施しております。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
①　剰余金の配当等の決定方針
　当社は、剰余金の配分につきましては、長期的な企業価値拡大のための事業活動への再投
資と株主を始めとする各ステークホルダーに対する利益還元との均衡を基本に、当該期およ
び今後の業績等を勘案のうえ実施する方針であります。事業活動への再投資としては、競争
力の強化・維持のための研究開発投資、生産設備投資、国際戦略投資を中心に据えつつ、継
続的な事業活動を支える安定した財務体質確立のための内部留保も図ってまいります。また、
配当金につきましては、安定配当の考え方を維持しつつ期間利益の反映を図る所存でありま
す。

②　当期の剰余金処分
　繰越利益剰余金2,302,860,070円の処分につきましては、上記の基本方針に基づくととも
に、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、平成30年２月20日開催の取締役会決議によ
り、１株当たり期末配当金は12円とし、既に実施済みの中間配当金10円を合わせ年間配当金
１株当たり22円とさせていただきました。期末配当金の総額は231,686,148円であります。
また、別途積立金に1,000,000,000円を積立て、残額の1,071,173,922円を次期繰越利益と
させていただきました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

9,533,400

4,634,069

3,611,497

376,705

129,283

432,726

282,859

78,830

△12,570

9,714,371

8,342,235

4,180,194

820,868

443,862

2,870,141

27,168

183,431

1,188,704

537,699

579,637

6,406

64,960

流 動 負 債 3,282,051
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,019,041
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 500,000

未 払 金 414,248
未 払 費 用 131,788
未 払 法 人 税 等 354,863
賞 与 引 当 金 290,012
役 員 賞 与 引 当 金 38,447
設 備 関 係 未 払 金 36,152
そ の 他 497,497

固 定 負 債 1,378,025
長 期 借 入 金 750,000
繰 延 税 金 負 債 486,777
退 職 給 付 に 係 る 負 債 53,522
株 式 報 酬 引 当 金 62,406
そ の 他 25,319

負 債 合 計 4,660,076
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,649,064
資 本 金 594,142
資 本 剰 余 金 456,912
利 益 剰 余 金 13,433,665
自 己 株 式 △835,654

その他の包括利益累計額 938,631
その他有価証券評価差額金 168,439
為 替 換 算 調 整 勘 定 619,926
退職給付に係る調整累計額 150,265

純 資 産 合 計 14,587,695
資 産 合 計 19,247,772 負 債 及 び 純 資 産 合 計 19,247,772
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年 4 月 1 日から平成29年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 9,641,783
売 上 原 価 3,739,830
売 上 総 利 益 5,901,953

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,908,043
営 業 利 益 1,993,910

営 業 外 収 益
受 取 利 息 17,205
受 取 配 当 金 11,081
試 作 品 等 売 却 収 入 15,154
受 取 保 険 金 8,541
為 替 差 益 4,564
そ の 他 21,635 78,183

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,973
売 上 割 引 4,471
そ の 他 2,463 8,908
経 常 利 益 2,063,185

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,678
退 職 給 付 制 度 移 行 益 44,867
そ の 他 1,776 49,321

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 2,080
固 定 資 産 除 却 損 4,499
固 定 資 産 圧 縮 損 1,776 8,355

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,104,151
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 538,649
法 人 税 等 調 整 額 △2,116 536,533
当 期 純 利 益 1,567,618
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,567,618
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貸　借　対　照　表
（平成29年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他

4,936,460
2,007,128
162,124
2,098,929
110,477
262,207
14,978
143,371
133,411
3,831

9,396,044
6,918,391
3,549,429
126,064
626,177
23,098
319,151
2,274,036

434
160,427
29,380
128,978
2,068

2,317,224
537,699
1,401,636

5
444

363,179
14,260

流 動 負 債 2,683,563
支 払 手 形 509,237
買 掛 金 279,495
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 500,000
未 払 金 268,802
未 払 費 用 105,916
未 払 法 人 税 等 252,829
預 り 金 67,317
賞 与 引 当 金 287,744
役 員 賞 与 引 当 金 38,447
設 備 関 係 支 払 手 形 340,658
設 備 関 係 未 払 金 33,114

固 定 負 債 998,683
長 期 借 入 金 750,000
繰 延 税 金 負 債 121,344
資 産 除 去 債 務 587
退 職 給 付 引 当 金 41,420
株 式 報 酬 引 当 金 62,406
そ の 他 22,925

負 債 合 計 3,682,247
純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,481,817
資 本 金 594,142
資 本 剰 余 金 456,912
資 本 準 備 金 446,358
そ の 他 資 本 剰 余 金 10,553

利 益 剰 余 金 10,266,417
利 益 準 備 金 63,557
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,202,860
別 途 積 立 金 7,900,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,302,860

自 己 株 式 △835,654
評 価 ・ 換 算 差 額 等 168,439
その他有価証券評価差額金 168,439

純 資 産 合 計 10,650,257
資 産 合 計 14,332,504 負 債 及 び 純 資 産 合 計 14,332,504
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損　益　計　算　書

（平成29年 4 月 1 日から平成29年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 5,925,872
売 上 原 価 2,053,942
売 上 総 利 益 3,871,930

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,461,062
営 業 利 益 1,410,867

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,206
試 作 品 等 売 却 収 入 15,154
為 替 差 益 18,553
そ の 他 11,547 56,461

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,973
雑 損 失 550
そ の 他 268 2,791
経 常 利 益 1,464,537

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8
退 職 給 付 制 度 移 行 益 44,867
そ の 他 1,776 46,651

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,946
固 定 資 産 圧 縮 損 1,776 3,722
税 引 前 当 期 純 利 益 1,507,466
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 350,836
法 人 税 等 調 整 額 △21,239 329,597
当 期 純 利 益 1,177,869
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成30年２月14日

メック株式会社
取 締 役 会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和　田　朝　喜 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 矢　倉　幸　裕 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、メック株式会社の平成29年4月1日から平成29年
12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、メック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成30年２月14日

メック株式会社
取 締 役 会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和　田　朝　喜 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 矢　倉　幸　裕 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、メック株式会社の平成29年4月1日から平成
29年12月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成29年12月31日までの第49期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。監査の方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。なお、平成29年6月21日に開催された第48回定時株主総会におきまして事業年度の変更を行
ったことに伴い、第49期事業年度は上記の9カ月間の期間となっております。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役、内部統制
室その他の使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
　監査等委員会が定めた「監査等基準」に準拠し、監査の方針、監査計画及び職務の分担等に従い、
内部統制室と連携のうえ、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、事業戦
略会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及びすべての事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。代表取締役社長・経営幹部と監査等委員を含めた社外取締役との
意見交換会を3カ月に1回計3回、内部統制室とは毎月計13回の会合を持ちました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受け、また事業規模の小さいMEC (HONG KONG) LTD.を除くその他の子会社に
赴き、重要書類を閲覧し、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みに
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、専門性に裏付けられた適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、また職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。会計監査人とは4回の会合を持ちました。また往査したすべての
子会社の会計監査人とも意見及び情報の交換の会合を持ちました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。
四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法
施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同
の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない
と認めます。

⑵　連結計算書類の監査結果
　会計監査人 「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年２月19日
メック株式会社　監査等委員会

監査等委員 前 田 勝 廣 ㊞
監査等委員 佐 竹 隆 幸 ㊞
監査等委員 田 中 明 子 ㊞

（注）　監査等委員３名は、全員、会社法第2条第15号及び第331条第6項
に規定する社外取締役であります。

以　上
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